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１．調査の趣旨・方法・体制 

わが国では 2011 年大震災時の原子力事故や

2015 年の国連 SDGｓ採択などを背景に、再生

可能エネルギーの活用機運が高まり、各地でエ

ネルギーの地産地消（地域に必要なエネルギー

を地域のエネルギー資源によって賄う）の動き

が活発になっており、政府はその動きを後押し

するとともに、民間団体でも多くのプロジェク

トを支援している。 

各地で地域新電力（特定の地域で再エネによ

る電力販売を目指す）が生まれ、東北でも東松

島市（SDGｓ未来都市）などにおいていくつか

の「エネルギー地産地消」事業が企画・実施さ

れている。さらに、ドイツのシュタットベルケ

（都市公社）のようにエネルギー事業以外の公

益的事業を兼営する例も見られる。 

本調査では、いくつかの成功と思われる事例

を調査し、事業モデル、日々の運営、収支状況、

成功要因、今後の展望などを詳細に紹介し、こ

れから地域新電力に取り組もうとする関係者の

参考に供する。また、専門知識のない住民の方々

の理解の一助とする。（地域新電力以外の地域再

エネ事業については次の機会に譲ることとす

る。） 

 

調査の方法は、文献調査及びインタビュー調

査（一部は現地にて）である。東北の新電力に

関する広範なアンケート調査は本事例調査の前

年に東北経済産業局が実施している。 

調査の体制については、基本的に当センター

の職員のみで行ったが、適宜、専門家（東北経

済産業局や有識者）の指導を得ている。有識者

の寄稿論文も掲載した。 
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２ 概論 

2.1 地域新電力の定義と事業構造 

地域新電力の定番の定義はないが、ここでは、

東北経済産業局（2020）の次の定義を採用する。 

地域新電力 ＝ 自治体・地域内企業が主体と

なって設立され、地域内の経済循環や地域

貢献を視野に入れた事業運営を行っている

小売電気事業者 

図表 2.1 は現行制度に基づく地域新電力の一

般的な事業構造である。上段に電気の物理的な

流れを示した。地域新電力はこの流れには関わ

らず、発電事業者（図の左）から電気を（帳簿

上）調達し、需要家（電気の使用者、図の右）

に販売する仲介事業である。 

電気の調達は主に次の３種類である。 

① 相対契約（発電事業者と直接取引） 

② 再生可能エネルギー電気特定卸供給（一般

送配電事業者を経由して特定の FIT 発電事

業者から調達） 

③ 日本卸電力取引所（JEPX）への入札（①②

で不足する分を調達） 

それぞれの詳細は図表 2.2（基本用語）および

後述の事例にある JEPX への日々の入札などを

参照されたい。 

 

 非常に簡単に言うと、地域新電力は市場価格

（②③）で仕入れた電気を託送料と諸経費を乗

せた価格で（旧一般電気事業者よりも少し安く）

自治体の施設中心に販売する。市場価格が低水

準にとどまるならば、比較的リスクの少ない事

業と言える。（ただし、2020～2021 年の冬季は

市場価格が高騰した。） 

 

図表 2.1 地域新電力の一般的事業構造 電気の調達である「常時バックアップ」は省略した。 
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図表 2.2 地域新電力に関わる基本用語 わかりやすく表現することを優先したので正確でない場合がある。 

 

出所 東北活性研作成 
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2.2 東北経済産業局の地域新電力調査の概要 

東北経済産業局は昨年度（2019 年度）『東北

地域における地域新電力の競争環境に関する調

査』を実施した（委託先 三菱 UFJ リサーチ＆

コンサルティング株式会社）。図表 2.3 はその報

告書を東北活性研が大胆に要約したものである。

図表 2.4 は同局が地域新電力と認識した事業者

の一覧である。 

図表 2.3 東北の地域新電力調査の要約（東北活性研による） 

 

図表 2.4 東北（新潟県を含む）の地域新電力一覧 
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2.3 地域新電力を考察する際の地域付加価値

の視点 

本事例調査では地域付加価値の最大化とい

う視点を採用している。地域付加価値とはある

地域で新たに生み出された価値である。具体的

には、生産額（売上）から中間投入（原材料費）

を引いたものであり、利潤（配当）、賃金、金利、

税などの形で生産に貢献した主体（株主、従業

員、金融機関、行政）にそれぞれ配分される。 

再エネ発電や地域新電力を対象とする地域

付加価値については、諸富（2019）や稲垣（2020）

が論じている。本稿はそれに発想を得ている。

ただし、地域新電力（小売電気事業）は価値創

造でなく価値を地域外へ流出させないことが主

眼となる。 

図表 5 は地域新電力の活動要素ごとに地域付

加価値の留保・向上のポイントをまとめたもの

である。新電力の出資主体、資金調達先、電気

の調達先、日常運営、どの要素でも地域内の比

率を高めることが望ましい。しかし、このよう

になっていない例もあるようである。 

図表 6 は、前述諸富（2019）所収の地域付加

価値分析である。右が出資や需給管理（日常運

営）の違いが地域付加価値額を増減させること

を試算したものである。前提次第で大きく変化

することがわかる。 

図表 2.5 地域付加価値の視点 

 

図表 2.6 地域付加価値の分析例～ひおき地域エネルギー㈱～ 

 


